
妻の⽣命保険料は年末調整で控除できる？

条件を解説！

妻の⽣命保険料は年末調整で控除できるのでしょうか。通常、納税者本⼈が加⼊する⽣命保

険は年末調整で控除可能です。⼀⽅、妻の分の⽣命保険は、保険料を誰が⽀払ったかによっ

て控除の可否が異なります。専業主婦で夫が保険料を負担した場合は、控除を受けることが

可能です。当記事では、妻の⽣命保険料を年末調整で控除する条件を解説します。
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会社員や公務員など、会社や組織に所属し給与所得を得ているサラリーマンは、原則年に1

回年末調整を受けることになります。年末調整とは、毎⽉の給与から源泉徴収で納めている

所得税と、正確な所得税との差額を清算する⼿続きです。

同時に、配偶者控除や扶養控除といった所得控除を受けることもできます。納税者が⽀払っ

た⽣命保険料を控除する⽣命保険料控除も所得控除の⼀種です。

それでは、妻が加⼊している⽣命保険の保険料は、夫の年末調整で控除することができるの

でしょうか。ここでは、妻の⽣命保険料を夫の年末調整で控除する条件を解説します。

⾃⾝が保険料を⽀払っている場合は可能

妻の⽣命保険料を夫の年末調整で控除できるか否かは、保険料を誰が⽀払っているかによっ

て異なります。例えば、妻が専業主婦などで夫が保険料を負担している場合は、夫の年末調

整で所得控除を受けることが可能です。保険契約者や被保険者、保険⾦受取⼈の名義ではな

く、あくまで誰が保険料を⽀払ったかによって控除の可否が決まります。

そもそも、⽣命保険料控除とは、納税者が⽣命保険料‧介護医療保険料‧個⼈年⾦保険料を

⽀払った場合、⼀定の所得控除を受けることができる制度です。対象者は⽣命保険料‧介護

医療保険料‧個⼈年⾦保険料を⽀払った⽅、と定められています。

保険料を負担していることが証明できるのであれば、納税者本⼈名義以外の⽣命保険料も控

除することが可能です。例えば、両親の介護医療保険料や⼦の学資保険料を負担している場

合は、年末調整にて⼀定の所得控除を受けることができます。

⽣命保険料控除を受けることができる範囲は、配偶者と6親等内の⾎族および3親等内の姻

族です。なお、⽣命保険料控除の対象は法律上の配偶者と親族に限られるため、いわゆる内

縁関係者の⽣命保険料は控除できません。
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参考：No.1140 ⽣命保険料控除｜国税庁

参考：妻名義の⽣命保険料控除証明書に基づく⽣命保険料控除｜国税庁

参考：所得税法（第七⼗六条） | e-Gov法令検索

妻が保険料を⽀払っている場合は不可

⼀⽅、妻が⾃分で保険料を⽀払っている場合は、夫の年末調整で所得控除を受けることはで

きません。前章でも解説したとおり、⽣命保険料控除は保険料を⽀払った⽅が⼀定の所得控

除を受けられる制度です。そのため、保険料を妻⾃ら⽀払っている場合は、夫の年末調整で

は所得控除の対象外となります。

夫の年末調整では所得控除を受けられない⼀⽅、妻⾃⾝の年末調整では本⼈名義の⽣命保険

として⽣命保険料控除を受けることが可能です。

ただし、妻が夫の被扶養者となっている場合は、⽣命保険料を控除できません。例えば、専

業主婦などで課税所得がない場合は、そもそも年末調整や確定申告の必要がないため控除の

対象外です。また、パートやアルバイトなどで働いていたとしても、扶養範囲内の場合は原

則年末調整が不要となります。たとえ妻の本⼈名義で⽣命保険に加⼊していたとしても、⽣

命保険料控除は受けられないため気をつけましょう。

⽣命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を⾏う必要があります。専業主婦や

パート‧アルバイトなどで被扶養者となっている妻の⽣命保険料を控除するには、妻⾃⾝が

保険料を⽀払うのではなく、夫が⽀払うなどの⼯夫が必要です。

妻の⽣命保険料を年末調整で控除する場合の⼿続き

妻の⽣命保険料を年末調整で控除するには、夫の勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告

書」の提出が必要です。その際に、⽣命保険会社などから⽣命保険会社などから送付される

「⽣命保険料控除証明書」の原本を必ず添付してください。
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コピーや写しなどは認められておらず、原本が必要となるため紛失しないよう気をつけま

しょう。⽣命保険料控除証明書は、通常10⽉から11⽉にかけて⽣命保険会社などから送ら

れてきます。

引⽤：令和5年分保険料控除申告書｜国税庁

⽣命保険料控除で記載が必要なのは、左側の⽣命保険料控除欄です。記載⽅法について⼀つ

ずつ確認していきましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_04.pdf


出典：各種申告書‧記載例（扶養控除等申告書など）｜国税庁

「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」を加⼯して作成

1. 保険会社等の名称加⼊している⽣命保険会社の名称を記載しましょう。名称が⻑

すぎて書ききれない場合は、略称を記載することも可能です。

2. 保険等の種類

医療保険や終⾝保険など、加⼊している保険の種類を記載しましょう。わからな

い場合は⽣命保険料控除証明書を確認してください。
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3. 保険期間⼜は年⾦⽀払期間

⽣命保険料控除証明書を確認して、保険の期間を記載しましょう。

4. 保険等の契約者の⽒名

保険契約者の⽒名を記載しましょう。前述の通り、控除申告者と保険契約者の名

義が⼀致している必要はありません。⽣命保険料控除証明書を確認して間違いの

ないように記載してください。

5. 保険⾦等の受取⼈

保険⾦受取⼈の名義と続柄を記載しましょう。保険契約者と同様、控除申告者と

名義が⼀致している必要はありません。例えば、妻名義の終⾝保険で受取⼈が⼦

になっている保険についても、保険料を負担していれば控除の対象です。こちら

も⽣命保険料控除証明書を確認して間違いのないように記載してください。

6. 新‧旧の区分

⽣命保険料控除は、加⼊時期に応じて新制度と旧制度に分かれています。⽣命保

険料控除証明書を確認し、加⼊している⽣命保険の新旧区分を記載しましょう。

なお、新制度は平成24年1⽉1⽇以降に加⼊した保険、旧制度は平成23年12⽉31

⽇以前に加⼊した保険に適⽤されます。

7. あなたが本年中に⽀払った保険料等の⾦額（分配を受けた剰余⾦等の控除後の⾦

額）

⽣命保険料控除証明書に記載された「申告額」を記載しましょう。申告額とは、

その年の1⽉1⽇から12⽉31⽇まで予定通り保険料が⽀払われた場合の⾦額です。

⼀⽅、あわせて⽣命保険料控除証明書に記載されている「証明額」は、1⽉1⽇か

ら⽣命保険料控除証明書が発⾏された時までに⽀払った⾦額となります。間違え

て証明額を記載してしまうと、本来控除できる保険料の⾦額より少なく申告して

しまうことになるため気をつけましょう。

8. （a）のうち新保険料等の⾦額の合計額

7に記載した申告額のうち、新制度に該当する保険料の合計⾦額を記載しましょ

う。



9. （a）のうち旧保険料等の⾦額の合計額

7に記載した申告額のうち、旧制度に該当する保険料の合計⾦額を記載しましょ

う。

10. Aの⾦額を下の計算式Ⅰ（新保険料等⽤）に当てはめて計算した⾦額（①）

8に記載した⾦額を「計算式Ⅰ」に当てはめて計算した値を記載しましょう。1円

未満の端数が⽣じた場合は切り上げてください。

11. Bの⾦額を下の計算式Ⅱ（旧保険料等⽤）に当てはめて計算した⾦額（②）

9に記載した⾦額を「計算式Ⅱ」に当てはめて計算した値を記載しましょう。10

と同様、端数は切り上げてください。

12. 計（①+②）（③）

10と11の合計⾦額を記載しましょう。なお、合計⾦額が40,000円を超えた場合は

40,000円と記載してください。

13. ②と③のいずれか⼤きい⾦額（㋑）

11と12に記載した⾦額のうち、いずれか⼤きい⾦額を記載しましょう。

14. 介護医療保険料（㋺）

介護医療保険料についても、⼀般の⽣命保険料と同様に記載しましょう。なお、

介護医療保険料に新旧区分はありません。

15. 個⼈年⾦保険料（㋩）

個⼈年⾦保険料についても、⼀般の⽣命保険料と同様に記載しましょう。個⼈年

⾦保険料には⽣命保険料と同様新旧区分があるため、間違えないように気をつけ

てください。

16. ⽣命保険料控除額計（㋑＋㋺＋㋩）

13‧14‧15の合計⾦額を記載しましょう。なお、合計⾦額が120,000円を超えた

場合は120,000円と記載してください。

参考：［⼿続名］給与所得者の保険料控除の申告｜国税庁

妻の⽣命保険料を年末調整で控除する場合の注意点

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


妻の⽣命保険であっても、夫が保険料を⽀払っていれば年末調整で控除することが可能で

す。ここからは、妻の⽣命保険料を夫の年末調整で控除する際の注意点を解説します。

国税庁と⽣命保険会社の基準の違い

⽣命保険会社では、保険契約者がすなわち保険料負担者となるのが原則です。⼀⽅、国税庁

の基準では、保険料を引き落としている銀⾏⼝座の名義⼈が保険料負担者となります。⽣命

保険料控除を受けるには、引落⼝座の名義に注意が必要です。

妻名義の⽣命保険を夫の年末調整で控除するには、保険料の引落⼝座を夫名義にしておく必

要があります。たとえ夫が保険料を負担していたとしても、引落⼝座を妻名義にしていると

妻が保険料を⽀払っていると⾒なされ、⽣命保険料控除を受けることができません。

控除申告に必要な⽣命保険料控除証明書は、保険契約者の名義で発⾏されるのが⼀般的で

す。税務署から保険料の⽀払いについて確認された場合は、引落⼝座の通帳など、誰が保険

料を負担したかわかる書類を⽤意する必要があります。

⽣命保険会社によっては、引落⼝座の情報や保険料負担者の⽒名を記載した⽣命保険料控除

証明書を再発⾏することもできるため、必要に応じて⽣命保険会社に問い合わせてみましょ

う。

なお、保険を解約した場合や満期を迎えた場合などにも注意が必要です。夫名義の銀⾏⼝座

から保険料を引き落としている妻名義の⽣命保険を解約し解約返戻⾦を受け取った場合や、

満期を迎え満期保険⾦を受け取った場合、妻への贈与と⾒なされ贈与税が課される場合があ

ります。

⽣命保険を契約する際は、保険料引落⼝座の名義、すなわち保険料負担者を誰にするのかを

慎重に検討しなければなりません。

契約の控除枠



年末調整で控除を受けられる保険料には上限があります。ここまで所得税の控除について紹

介してきましたが、住⺠税についても⼀定の控除を受けることが可能です。控除額の上限は

所得税と住⺠税でそれぞれ規定されています。所得税と住⺠税の控除上限⾦額は下記の通り

です。

新旧区分 旧制度 新制度

⼀般⽣命保険

所得税 5.0万円 所得税 4.0万円

住⺠税 3.5万円 住⺠税 2.8万円

介護医療保険

所得税 ‐ 所得税 4.0万円

住⺠税 ‐ 住⺠税 2.8万円

個⼈年⾦保険

所得税 5.0万円 所得税 4.0万円

住⺠税 3.5万円 住⺠税 2.8万円

合計適⽤限度額

所得税 10.0万円 所得税 12.0万円

住⺠税 7.0万円 住⺠税 7.0万円

スクロールできます

配偶者や親族の保険料を控除申告する前に、納税者本⼈名義の保険料が上記の限度額に到達

していないかを確認してください。⽣命保険料控除を申告する場合、まずは⾃分⾃⾝の保険

料を申告したほうがよいでしょう。

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/21488/


なお、新制度への移⾏に伴い、介護医療保険が新たに控除の対象となりました。保険の契約

を⾒直すことで控除の枠が広がる可能性もあるため、⼀度⽣命保険会社に相談してみるのも

よいでしょう。

制度の概要を理解し妻の⽣命保険料を控除しよう

妻の⽣命保険料を夫が負担している場合、夫の年末調整で⽣命保険料控除を受けることがで

きます。妻が⾃分で保険料を⽀払っている場合は、夫の年末調整では控除できません。

なお、妻の⽣命保険料を夫の年末調整で控除するには、保険料引落⼝座の名義に注意しなけ

ればなりません。国税庁の基準では、引落⼝座の名義⼈が保険料の負担者と⾒なされます。

妻名義の銀⾏⼝座から引き落としていると、妻が保険料を⽀払っていると⾒なされ、夫の年

末調整では控除申告ができません。妻の⽣命保険料を控除したい場合は、必ず夫名義の銀⾏

⼝座から保険料を引き落とすようにしましょう。

加えて、控除枠の上限についても確認が必要です。⽣命保険料控除には上限があるため、控

除申告する際は、まず納税者本⼈名義の保険料を申告するようにしましょう。

⽣命保険は⻑期間にわたって加⼊するのが⼀般的です。年間ではわずかな控除⾦額でも、

トータルで⾒るとまとまった⾦額になります。制度の概要を理解し、妻の⽣命保険料も控除

申告しましょう。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。


